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本
稿
の
目
的
は
、
古
事
記
撰
録
者
（
太
安
万
侶
）
が
、
天
皇
を
如
何
に
待
遇
し

て
い
る
か
、
天
皇
に
対
す
る
用
字
の
上
か
ら
、
そ
の
待
遇
意
識
を
知
ろ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
如
何
な
る
敬
語
を
用
い
、
ど
の
よ
う
に
他
と
使
い
分
け
て
い
る
の

か
、
そ
の
様
な
敬
語
の
用
い
方
に
よ
っ
て
、
上
下
尊
卑
の
品
等
を
知
り
、
撰
録
意

識
を
う
か
Y
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
調
査
し
た
事
を
、
以
下
少
し
く
叙
べ
て

み
た
い
。

方
法
と
し
て
、

（
1
）
各
巻
別
に
、
天
皇
に
対
す
る
敬
語
表
記
（
主
と
し
て
行
動
に
対
す
る
用
字
）

を
調
査
し
、
他
と
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
か
を
見
出
す
。

（
2
）
全
篇
に
一
貫
し
た
き
ま
り
が
見
出
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
を
規
準
と
し
、
他
と

比
較
す
る
。

（
3
）
そ
の
際
、
場
面
、
意
味
、
前
後
の
用
例
、
他
の
相
似
た
文
形
や
用
字
法
等
を

も
、
推
定
の
資
料
と
し
て
、
慎
重
に
検
討
す
る
事
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

戸一

先
づ
（
1
）
の
調
査
で
あ
る
が
、
天
皇
に
対
す
る
用
字
を
分
類
し
て
み
る
。

付
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＼る
も
の

． 

② 

41 62 18 214計

17 36 10 84上

12 10 5 51下

12 16 3 79中
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以
下
順
を
お
っ
て
み
て
み
よ
う
。

尊
敬
語

仙
体
一
言
に
関
す
る
も
の

①
「
御
」

一
一
一
四
例
中
殆
ん
ど
名
詞
に
附
い
て
い
る
が
、
一
一
一
一
例
（
よ
・
五
中
・
五
下
・
一
一
一
）

は
動
詞
に
附
い
て
い
る
。
今
日
の
語
法
か
ら
し
て
、
先
づ
見
当
ら
な
い
所
の
「
御
」

が
動
詞
に
つ
く
用
法
、
そ
れ
が
古
事
記
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
和
明

滋
賀
」
五
月
号
、
奈
良
時
代
の
敬
語
二
九
頁
で
は
石
坂
先
生
〕

は
「
御
」
は
普
通
臨
詞
に
つ
か
な
い
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
」
こ
れ
は
注
意
さ
れ

る
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

＼
引
用
日
本
数
字
は
頁
・
洋
／

事
例
を
挙
げ
る
と
（
算
数
字
は
行
数
を
表
わ
す
」

ミ
ネ
マ
シ
キ

一
宿
御
寝
坐
也
0

（
神
武
記
・
一
一
一
ニ
・

1
）

ミ
タ
タ
シ
テ

御
一
立
字
選
野
一
（
応
神
記
一
入
六
・
－
）

「
御
」
の
用
字
は
、
古
事
記
中
（
列
挙
用
例
）
最
も
多
い
用
法
で
あ
る
。
右
の

例
を
見
て
も
分
る
よ
う
に
、
天
皇
白
ら
の
行
為
ゃ
、
所
持
物
及
び
所
属
の
事
物
等

に
原
則
的
に
「
御
」
が
書
き
添
え
ら
れ
て
、
る
様
で
あ
る
。
へ
も
っ
と
も
所
持
物

L

／
所
属
の
事
物
に
つ

い
て
は
省
J

略
し
た
。
＼

「
御
」
が
動
詞
に
つ
く
場
合
は
、
殆
ん
ど
天
つ
日
嗣
を
継
ぐ
資
格
を
具
え
ら
れ

た
神
、
天
皇
に
用
い
ら
れ
て
い
る
様
で
あ
る
が
、
次
の
様
な
場
合
が
あ
る
。

ミ
ハ
カ
シ
ノ

爾
速
須
佐
之
男
命
。
抜
其
所
御
田
川
之
十
拳
剣
。
｛
上
・
四
一
・

1
）

下

二

戸

上

ミ
ア
ヒ

明
日
夜
為
御
合
也
。
（
大
国
主
神
・
上
・
五
五
・

4
）

為
御
侃
共
休
肥
河
。
（
倭
建
命
・
景
行
記
一
五
七
・
－
）

御
食
其
河
辺
之
時
。
（
神
功
皇
后
・
仲
哀
記
一
七
七
・

4
）

（
ミ
ヲ
シ
セ
ス
と
訓
ん
で
ゐ
る
の
で
一
応
動
詞
扱
い
に
し
た
。
）

ド
「
し

即
ち
、
天
神
、
天
神
御
子
（
天
白
冨
）
以
外
に
、
速
須
佐
之
晃
命
、
阿
遅
志
貴
高

日
子
根
伸
、
大
国
主
神
、
倭
建
命
、
神
功
皇
后
に
も
『
御
十
動
』
を
用
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
他
に
は
見
当
ら
な
い
。
『
御
十
名
』
は
、
そ
れ
よ
り
使
用
範
囲
が
広

い
の
で
あ
る
。

「
御
」
字
が
名
詞
に
つ
く
場
合
は
、
比
較
的
神
位
の
高
い
神
及
び
大
后
、
后
、

皇
子
女
以
上
の
皇
族
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
動
詞
に
つ
く
場
合
は
、
名
詞

に
つ
く
場
合
よ
り
、
比
較
的
範
園
が
狭
く
、
最
高
の
神
及
び
天
皇
、
大
后
、
倭
建

命
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
事
が
分
る
の
で
あ
る
o

古
事
記
に
お
い
て
は
、
天
照
大
御
神
を
中
心
と
す
る
系

v

向
上
の
身
分
に
応
じ

て
、
比
較
的
神
位
の
高
い
神
ゃ
、
天
皇
、
皇
子
女
及
び
大
后
、
后
に
限
り
国
語
の

敬
語
を
表
記
し
た
漢
字
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
叉
皇
統
を
継
が
れ
た
神
と
、
伊
邪

那
仮
伊
邪
那
美
神
、
高
御
産
巣
日
神
、
須
佐
之
男
命
、
大
国
、
王
一
神
等
の
如
き
最
高

の
神
、
天
皇
及
び
大
后
、
后
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
国
語
の
敬
語
を
表
記
す
る

漢
字
が
あ
る
事
が
、
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
御
」
字
は
、
原
則
的
に
は
比
較
的
神
位
の
高
い
神
及
び
大
后
、
后
、
皇
子
女

以
上
の
皇
族
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
o

し
か
し
て
、
皇
統
を
継
が
れ
た
方
の
お
子
は
、
神
代
人
自
主
共
に
原
則
と
し
て

「
御
」
を
添
え
て
「
御
子
」
と
記
し
て
い
る
。
自
主
統
を
継
が
れ
な
い
方
の
子
は

「
御
」
が
附
け
ら
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
倭
建
命
の
皇
子
女
に
は

「
御
」
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち

此
倭
建
命
。
嬰
伊
玖
米
天
皇
之
女
。
布
多
選
能
伊
理
毘
売
命
。
生
御
子
持
中
津
日

子
命
J

ト
叉
嬰
t
〈
入
初
弟
橘
比
売
命
一
。
生
御
子
若
建
玉
。
（
景
行
記
一
七

0
・
1
）

叉
、
皇
統
を
継
が
れ
た
方
ゃ
、
継
ぐ
べ
き
方
に
反
抗
し
た
方
に
は
、
皇
統
を
継

が
れ
た
方
の
子
で
も
「
御
」
を
添
え
な
い
の
み
な
ら
ず
、
皇
子
女
で
も
そ
の
母
親

の
身
分
が
低
い
と
「
御
」
を
添
え
な
い
と
福
田
氏
（
ん
晶
似
一
日
主
一
与
頁
）
は
述

一（ 3 ）ー



べ
て
お
ら
れ
る
。
叉
皇
孫
以
下
に
は
「
御
」
を
添
え
な
い
。

以
上
述
ベ
て
き
た
事
か
ら
一
式
与
え
る
事
は
、
天
皇
の
后
妃
、
皇
子
女
に
対
し
て

「
御
」
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
は
、
天
皇
を
尊
び
奉
る
心
の
現
わ
れ

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
皇
子
以
下
の
皇
族
の
妃
に
は
、
「
御
」
を
書
き
添
え
な
い

の
が
、
古
事
記
の
敬
語
の
表
記
法
で
あ
る
。
最
高
の
神
ゃ
、
白
星
統
を
継
が
れ
た
神

及
び
天
皇
、
御
子
に
対
す
る
「
御
」
そ
の
回
偶
者
に
対
す
る
「
后
」
の
使
用
に
お

い
て
、
撰
録
者
安
万
侶
の
用
字
意
識
が
う
か
ぽ
わ
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

個
人
の
行
為
や
所
持
物
及
び
所
属
の
事
物
等
に
「
御
」
を
書
き
添
え
る
事
は
、

白
玉
統
を
継
が
れ
た
神
、
伊
邪
那
岐
命
、
伊
邪
那
美
命
、
高
倒
産
巣
日
神
、
思
兼
神
、

須
佐
之
男
命
、
大
国
主
神
の
如
き
最
高
の
神
と
も
い
う
べ
き
神
及
び
天
皇
、
次
の

天
皇
、
大
后
（
摘
后
、
皇
后
）
后
等
に
対
し
て
み
ら
れ
、
そ
の
他
比
較
的
神
位
の

高
い
神
や
皇
子
女
等
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
倭
建
命
で
あ
る
o

「
大
」
「
大
御
」

「
大
」
が
動
詞
に
つ
く
の
は
、
下
巻
に
一
例
の
み
A
F大
連
英
国
之
山
方
一
地
一
市
強

大
御
飯
一
（
仁
徳
記
・
コ

O
七・

9
）
他
は
全
て
名
詞
に
つ
い
て
い
る
。
「
大
」
は
、

最
高
の
神
々
一
次
び
天
皇
の
他
に
「
后
」
に
殆
ん
ど
つ
い
て
い
る
。

「
大
御
」
は
、
上
巻
で
天
際
大
御
神
の
呼
穂
に
最
も
多
く
見
ら
れ
、
他
は
事
物
、

行
為
に
僅
か
に
見
ら
れ
る
位
で
あ
る
。
「
大
御
」
と
な
れ
ば
「
御
」
よ
り
更
に
敬

意
が
加
わ
り
、
最
高
の
神
、
天
皇
、
皇
子
に
関
す
る
も
の
に
制
限
さ
れ
る
。
「
大

御
」
は
以
上
の
方
々
の
他
に
は
見
当
ら
な
い
。
人
由
主
巻
で
は
、
天
皇
の
行
為
、
所

持
物
、
所
属
の
事
物
に
の
み
用
い
ら
れ
、
そ
れ
以
外
で
は
、
倭
・
建
命
に
ご
例
あ
る

だ
け
で
あ
る
。
天
皇
と
同
じ
用
字
法
が
倭
建
命
に
対
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
倭
建

命
が
夫
自
主
で
あ
る
か
と
い
う
事
は
、
福
田
良
輔
氏
が
号
弐
域
巴
一
能
）
述
べ

て
お
ら
れ
る
所
で
あ
る
が
、
用
字
上
か
ら
は
天
皇
と
同
じ
扱
い
方
が
さ
れ
て
い
る

が
、
天
つ
臼
嗣
を
継
が
れ
る
資
格
の
具
わ
っ
た
皇
子
で
あ
る
事
を
特
記
は
し
て
レ

る
が
、
即
位
の
事
実
の
記
載
が
見
当
ら
な
い
。
氏
の
様
に
同
時
代
に
ご
人
の
天
皇

が
存
在
し
て
い
た
か
否
か
は
問
題
で
古
事
記
を
調
ペ
た
中
で
は
、
勿
論
見
当
ら
ず

福
田
氏
の
天
皇
説
は
更
に
考
究
さ
れ
る
べ
き
で
、
私
が
云
い
た
い
の
は
、
倭
建
命

が
天
皇
か
否
か
と
い
う
事
で
は
な
く
、
用
字
上
か
ら
は
、
倭
建
命
は
全
く
天
皇
と

同
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
用
字
が
全
く
天
皇
と
同
等
で
あ
る
か

ら
、
天
皇
で
あ
る
と
決
め
て
し
ま
う
事
は
早
計
で
あ
ろ
う
。

①
「
命
」

神
代
巻
は
、
、
殆
ん
ど
天
照
大
御
神
、
高
木
神
の
命
以
ち
て
き
口
依
賜
う
と
い
う
使

い
方
が
最
も
多
く
、
他
は
別
天
神
一
一
一
例
、
伊
邪
那
岐
命
コ
一
例
、
中
一
例
は
動
詞
に

用
い
て
ゐ
る
。
天
神
御
子
天
忍
穂
耳
命
コ
一
例
、
そ
れ
以
外
で
は
、
大
国
、
玉
神
、
大

国
主
神
の
御
祖
命
、
八
十
神
（
大
国
主
神
の
兄
弟
）
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、
大
圏

、
王
神
を
遇
す
る
事
如
何
に
厚
い
か
ぽ
う
か
が
え
よ
う
。

人
皇
巻
に
な
る
と
、
天
皇
に
限
ら
れ
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ

に
ノ
。

一（ 4 ）ー

用
言
に
関
す
る
も
の

位

①
「
坐
」

「
坐
」
の
用
字
は
「
御
」
に
次
い
で
多
く
、
そ
の
使
用
範
囲
が
極
め
て
広
い
と

も
い
え
よ
う
。
用
法
に
動
詞
、
助
動
詞
が
あ
り
、
神
代
で
は
助
動
詞
的
用
法
が
や

L
多
く
、
時
代
が
下
る
と
共
に
動
詞
的
用
法
が
多
い
。
神
代
巻
で
は
、
別
天
神
、

天
照
大
御
神
、
天
神
御
子
の
他
、
他
の
神
々
に
も
用
い
ら
れ
、
人
白
玉
巻
を
み
る

と
、
天
皇
以
外
の
お
方
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
o
「
坐
」
字
は
古
事
記
に
お
い
て

は
、
主
と
し
て
敬
語
の
動
詞
「
マ
ス
」
「
イ
マ
ス
」
、
敬
語
の
複
語
尾
（
所
謂
敬

語
の
助
動
詞
）
「
マ
ス
」
な
表
記
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
o

そ
の
他
、
開
化

記
の
日
子
必
一
主
一

t
d
T
ス
の
表
記
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
神
代
記
の
一
大
組
1
1子一根

オ
ホ
ユ
ヱ

F

一
匹

L
τ
F＼

命
を
祖
と
す
る
額
田
部
湯
坐
連
、
重
二
｛

H
U

の
大
湯
坐
、
若
湧
坐
等
の
湯
坐
の
表
記

イコ口

a

o

一
「
解
釈
と
鑑
賞
」

に
用
い
ら
れ
て
い
る
o
連
用
形
名
詞
法
と
見
る
へ
き
で
あ
る
「
五
月
号
、
奈
良



一
一
一
郎
知
時
一
官
一
一
日
賦
｝
福
田
氏
（
望
校
』
一
語

τ、
「
坐
」
は
「
御
」
「
奉
」
等

主
異
な
り
、
漢
字
本
来
の
意
味
に
は
、
敬
意
を
表
わ
す
意
味
は
な
い
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
。

古
事
記
に
お
い
て
、
敬
語
の
動
詞
「
マ
ス
」
を
表
記
す
る
「
坐
」
は
、
神
及
び

皇
族
に
用
い
ら
れ
、
敬
語
の
複
語
尾
「
マ
ス
」
を
表
記
す
る
「
坐
」
は
、
原
則
的

に
は
、
最
高
の
神
ゃ
、
天
皇
及
、
ひ
そ
の
大
后
、
后
等
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
次
の
天
皇
に
対
し
て
は
勿
論
用
い
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
天
皇
を
尊
び
奉
る

心
が
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

①
「
幸
」

神
代
巻
で
は
、
穏
－
4

手
見
命
に
一
例
の
み
で
、
他
に
大
国
主
神
に
対
し
て
一
例

あ
る
。
人
皇
巻
で
は
、
天
皇
以
外
に
、
大
后
、
皇
太
子
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

古
事
記
に
お
け
る
「
宰
」
は
、
副
詞
「
サ
キ
グ
」
を
表
記
し
た
も
の
が
ご
例
（
上

．
八
五
・

3
）
あ
る
他
は
、
敬
語
の
動
詞
「
イ
デ
マ
ス
」
叉
は
敬
語
の
複
語
尾

「
マ
ス
」
を
表
記
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
独
に
用
い
ら
れ
た

事
例
は
少
く
、
広
く
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
事
例
は
、
他
の
動
詞
の
上
叉
は

下
に
附
加
さ
れ
た
形
で
あ
る
。
前
述
の
「
坐
」
の
事
例
が
、
古
事
記
全
般
を
通
じ

て
現
わ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
「
幸
」
は
、
神
代
巻
に
は
僅
か
一
一
例
で
、
主
と

し
て
中
下
巻
の
人
皇
の
巻
に
現
わ
れ
て
い
る
事
は
、
神
代
巻
と
人
皇
の
巻
と
の
漢

文
的
表
記
の
差
異
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

敬
語
の
動
詞
「
イ
デ
マ
ス
」
、
敬
語
の
複
語
尾
「
マ
ス
」
を
表
記
す
る
「
幸
」

は
、
穂
々
手
見
命
、
大
国
主
神
、
天
皇
、
大
后
、
皇
太
子
、
倭
建
命
に
用
い
ら
れ

＼
私
の
皇
太
子
と
い
う
の
は
、
次
の
天
皇
に
な
ら
れ
る
お
方
を
い
う
の

て
い
る
。
（
呪
あ
っ
て
、
太
子
倭
建
命
は
後
に
天
皇
に
な
ら
れ
た
お
方
で
な
い
の

げ
閥
抗
～
従
っ
て
、
「
幸
」
は
、
最
も
一
高
貴
な
神
一
次
び
人
に
用
い
ら
れ
る
。

複
語
尾
「
マ
ス
」
を
表
記
し
た
「
坐
」
に
対
す
る
所
に
「
幸
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
例
が
古
事
記
全
般
に
見
ら
れ
る
。

①
「
詔
」

神
代
巻
で
は
、
別
天
神
、
伊
邪
那
岐
命
、
天
照
大
御
神
、
高
木
神
、
天
忍
穏
耳

命
、
湿
A
芸
命
、
大
部
分
が
皇
祖
神
と
天
皇
の
一
一
一
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
で
は
、
速

須
佐
之
男
命
、
大
国
主
神
の
御
祖
命
、
伊
者
沙
和
気
大
神
、
皇
后
、
皇
兄
弟
（
次

の
天
皇
）
皇
子
（
倭
建
命
）
、
王
（
日
弱
王
、
市
辺
忍
歯
王
）
、
倭
比
売
命
等
の
一
マ
一
口

に
も
用
い
ら
れ
、
会
的
発
言
に
も
私
的
な
会
話
に
も
用
い
て
い
る
。

ヨ
巴
の
他
に
、
「
命
」
「
宜
」
「
告
」
「
臼
」
「
謂
」
「
雪
己
を
「
ノ
ル
」
に
表
記

し
て
い
る
。

①
「
看
」

殆
ん
ど
天
皇
に
の
み
用
い
ら
れ
、
大
后
石
之
日
売
命
に
開
看
一
例
、
倭
建
命
に

看
行
一
例
あ
り
、
用
例
が
少
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
丈
尊
敏
度
が
高
い
。
極
く
限
ら

れ
た
お
方
に
の
み
用
い
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

①
「
治
」

神
代
の
巻
で
は
非
常
に
少
な
く
、
殆
ん
ど
人
皇
の
巻
に
見
ら
れ
る
。
「
治
守
下
一
一

塁
拾
同
時
歳
也
o
」
と
い
う
即
位
の
事
実
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

大
体
天
皇
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
須
佐
之
回
目
命
、
倭
建
命
に
あ
る
位
で
、

次
の
天
皇
に
な
ら
れ
る
お
方
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、
〔
伶
「
治
一
葉
御
子
一
」
御
子
を

養
育
し
申
す
日
足
し
の
意
、
叉
「
不
治
羽
八
一
出
若
郎
’
I
」
思
召
す
通
り
に
寵
愛
し

給
わ
な
い
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
の
も
あ
る
に
は
あ
る
0
〕

①
「
召
」

天
皇
、
天
神
に
は
見
ら
れ
ず
、
海
神
、
大
久
米
命
に
用
い
ら
れ
、
「
召
」
は
、

古
事
記
に
お
い
て
、
敬
語
表
現
と
し
て
は
、
一
回
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
事
丈
を

特
筆
し
て
お
く
。
「
看
」
を
椴
語
表
現
と
し
て
用
い
て
い
る
。

⑦
「
遺
」

最
高
の
神
、
天
皇
の
他
に
、
大
后
に
見
ら
れ
、
上
巻
で
は
、
「
使
」
が
用
い
ら
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れ
て
い
る
の
も
あ
る
。

①
「
崩
」

上
巻
に
は
な
い
。
伊
邪
那
美
命
に

故
伊
邪
那
美
神
者
因
生
－
一
火
神
一
遂
神
避
坐
也
（
上
・
一
四
・

6
）

是
伊
邪
那
美
神
、

神
避
一
以
前
所
レ

ι「
（
上
・
一
五
・

3
）

「
神
避
」
と
し
て
コ
一
例
あ
る
。
勿
論
神
代
替
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

人
白
書
の
巻
の
「
崩
」
と
著
し
い
柑
違
で
、
神
代
と
人
代
の
違
い
が
う
か
刊
で
え
よ
う
。

「
崩
」
は
、
天
皇
以
外
に
、

為
男
建
而
崩
（
神
武
記
・
一

0
0
・
2
五
瀬
命
）

歌
党
即
崩
（
長
行
記
・
ニ
ハ
七
・

4
倭
建
命
）

ハ
紳
功
皇
后
）

令
一
式
息
長
帯
日
売
命
者
。
既
崩
故
。
（
仲
哀
記
・
一
七
九
・

5
）

ν
下

然
字
渥
能
和
紀
郎
子
者
早
崩
。
へ
応
神
記
・
一
九
六
・

3
）

の
如
く
、
豆
瀬
命
、
倭
建
命
、
神
功
皇
后
、
字
、
選
能
和
紀
郎
子
に
用
い
ら
れ
て
い

る。
コ
朋
」
は
天
皇
及
び
大
后
に
用
い
ら
れ
、
皇
子
は
特
別
の
お
方
を
除
い
て
は
用

い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
注
意
す
べ
き
事
で
あ
る
。

ヒ
ッ
ギ
ノ
ミ
コ

倭
建
命
、
字
選
能
和
紀
郎
子
共
に
太
子
で
あ
っ
た
の
で
ゴ
闘
」
を
用
い
た

と
一
応
考
え
ら
れ
な
い
事
は
な
い
が
、
福
田
氏
は
、
他
に
深
い
理
由
が
あ
っ
た
も

の
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
即
ち
、

古
事
記
が
、
主
瀬
命
、
神
功
皇
后
、
宇
渥
能
和
紀
郎
子
の
お
コ
一
方
に
コ
朗
」
を

用
い
て
い
る
の
は
、
即
位
こ
そ
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
お
一
一
一
方
が
天
皇
と
同
じ
職
務

を
執
り
行
わ
れ
た
事
を
重
視
し
た
為
と
思
わ
れ
、
記
紀
北
〈
に
倭
建
命
に
対
し
「
崩
」

を
用
い
て
い
る
の
は
、
倭
建
命
が
大
后
、
后
太
子
の
身
分
よ
り
も
高
い
身
分

の
方
で
、
天
皇
と
全
く
同
じ
身
分
の
方
で
あ
る
事
を
意
識
し
て
い
た
事
の
象
徴
と
、

見
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
、
前
述
し
た
様
に
こ
れ
は
性
急
す
ぎ

る
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
崩
」
字
が
、
大
后
、
皇
子
に
例
外
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
、
天
皇

は
、
大
后
、
后
、
太
子
の
身
分
よ
り
も
高
い
身
分
の
方
で
あ
る
事
を
、
古
事
記
の

作
者
が
意
識
し
て
い
た
事
の
象
徴
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

変
っ
た
用
字
「
一
道
向
」
が
仲
哀
天
皇
に

ヒ
ト
ミ
チ
ニ
ム
カ
イ
マ
セ

爾
英
神
大
念
一
沼
凡
蕊
天
下
者
。
汝
非
応
知
国
。
汝
者
向
一
道
。
（
仲
哀
記
・

二

ν

中

上

一
七
二
了
5
）
一
ケ
所
見
え
る
。
古
事
記
の
文
体
に
漠
訳
仏
典
の
文
体
の
影
響
が

少
な
く
な
い
事
に
つ
い
て
し
ば
ん
＼
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
が
、
詳
細
に
調
査
し
て

い
な
い
の
で
何
と
も
い
え
な
い
。

①
「
タ
マ
ブ
」
「
給
」
「
脇
」

こ
L
で
注
意
す
べ
き
事
は
、
「
給
」
が
敬
語
助
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な

い
事
で
あ
る
。
森
川
富
治
氏
に
よ
れ
ば
、
恐
ら
く
そ
れ
は
、
慣
習
に
よ
る
の
で
あ

ろ
う
と
い
う
事
で
あ
る
。

さ
て
、
仁
徳
記
三
二
七
・

5
）
に
、
大
后
石
之
日
売
命
・
：
・
：
乃
給
死
刑
也
。

（
こ
ろ
す
つ
み
に
お
こ
な
ひ
給
ひ
き
）
と
訓
ん
で
あ
る
が
、
私
は
古
事
記
全
体
の

傾
向
か
ら
し
て
（
前
述
の
よ
う
に
「
給
」
が
敬
詩
助
勤
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

な
い
傾
向
）
叉
、
漢
字
表
記
の
上
か
ら
、
こ
ろ
す
つ
み
を
給
ひ
き
と
訓
む
べ
き

で
、
「
給
」
は
、
古
事
記
で
は
、
全
て
動
詞
と
し
て
表
記
し
て
い
る
。

「
賜
」
は
、
「
給
」
に
対
し
て
使
用
範
囲
が
広
い
。
古
事
記
に
お
け
る
「
タ
マ

ブ
」
の
文
字
用
法
に
関
し
て
考
察
し
て
み
る
に
、

タ
マ
ヒ
テ

伯
給
①
爾
多
旅
給
実
老
女
以
。
：
・
（
雄
略
記
・
二
四
六
・

9
）

タ
マ
ヘ
ル

①
解
調
廿
穴
埋
僚
比
売
命
之
所
給
嚢
口
一
而
見
（
景
行
記
一
六

0
・
3
）

タ
マ
ヒ
テ

刷
協
①
乃
於
英
隼
人
賜
大
臣
位
。
（
履
中
記
・
＝
二
四
・

9
）

タ
マ
ヘ
L
Y

①
即
天
若
日
子
持
天
神
所
賜
天
之
波
士
弓
、
天
之
加
久
失
。
射
殺
廿
品
目
然
。
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（
上
・
六
入
・

2
）

ト
ハ
セ
タ
マ
フ
ト
キ
ユ

＠
：
：
：
苔
御
子
美
喜
善
加
古
而
居
。
故
問
賜
之
時
。
（
上
・
七
入

4
）

「
給
」
「
賜
」
は
、
①
の
場
合
、
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
＠
の
敬
語
的

助
動
詞
（
普
通
助
動
詞
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
出
同
動
詞
と
み
る
説
あ
り
）
に
用
い

る
場
合
は
、
全
部
「
賜
」
を
用
い
て
い
る
。

同
謙
譲
語ω

用
言
に
関
す
る
も
の

①
「
奉
」
「
献
」
「
貢
」

国
語
の
敬
語
を
表
記
す
る
「
奉
」
は
、
古
事
記
に
お
い
て
は
、
最
高
の
神
、
天

皇
、
大
后
等
に
限
り
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
事
が
分
る
。
「
奉
」
は
事
例
を
み

る
と
分
る
が
、
さ
し
あ
げ
る
、
献
上
す
る
と
い
う
動
詞
的
用
法
と
、
助
動
詞
と
し

て
、
動
作
の
及
ぶ
相
手
を
尊
ぶ
場
合
と
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
貢
」
「
献
」
は
下

か
ら
上
に
、
物
を
献
上
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
、
そ
れ
自
体
に
敬
語
表
現
は
な
い
。

①
「
罷
」
①
「
参
」

僅
か
の
事
例
か
ら
能
す
の
は
危
険
と
思
う
が
、
神
代
巻
で
は
、
「
罷
」
は
、
上

つ
国
か
ら
（
天
）
、
根
之
国
へ
退
く
場
合
に
、
「
参
」
は
根
之
国
か
ら
、
上
つ
園
へ

赴
く
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
様
で
あ
る
。

人
皇
の
巻
に
な
る
と
、
「
罷
」
は
、
上
位
の
所
か
ら
、
下
位
の
所
へ
貴
人
の
前
か

ら
退
く
に
、
「
参
」
は
下
位
の
所
か
ら
、
上
位
の
所
へ
赴
く
事
に
対
す
る
に
、
貴

人
の
前
に
赴
く
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
下
巻
で
「
マ
カ
ル
」
が
「
退
」

を
用
い
て
あ
る
事
も
う
な
ず
け
る
。

「
参
る
」
「
罷
る
」
は
、
遠
近
意
識
か
ら
生
ま
れ
た
敬
語
で
あ
る
。
（
幅
一
吋
〈

鵬
断
一
以
耕
一
目
…
四
百
点
難
）
服
部
嘉
一
否
氏
に
よ
れ
ば
、
「
ま
ゐ
る
」
は
「
目
居
入
」

の
義
、
「
ま
か
る
」
は
「
目
離
る
」
叉
は
「
間
離
る
」
の
義
と
さ
れ
、
明
ら
か
に

磁
神
、
尊
皇
の
思
想
に
基
ず
く
も
の
で
あ
る
事
が
分
る
。

マ
ヲ
ス

＠
「
白
」

「
マ
ヲ
ス
」
の
表
記
に
色
々
あ
る
が
、
用
例
数
の
多
い
「
白
」
に
つ
い
て
み
て

み
る
に
、
白
に
は
、
前
に
答
、
語
、
奔
、
等
の
つ
い
た
動
詞
十
白
の
用
法
が
多

い
。
下
か
ら
上
へ
一
一
戸
言
上
す
る
相
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

上

↓

下

由

一

一

、

云

、

話

上
↓
下
詔
、
告
、
目
、
問
、
語
、
一
言
語
、
一
去
、
語

対
等
目
、
問
、
謂
、
言
、
云
、
語

右
の
様
な
使
い
分
け
が
あ
る
。

①
「
奏
」

「
奏
」
は
古
事
記
に
二
、
コ
一
例
あ
る
が
、
海
神
に
対
す
る
一
例
以
外
は
、
す
ぺ

て
天
照
大
御
神
と
天
皇
に
対
す
る
言
上
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

カ
ヘ
リ
ゴ
ト
マ
ヲ
サ
ズ

久
不
一
復
奏
一
（
上
・
六
六
・

2
）
の
様
に
全
て
、
「
復
奏
」
の
形
を
と
り
、
天

照
大
御
神
に
対
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
、
例
外
と
し
て
、

カ
ヘ
ヲ
ゴ
ト
マ
ヲ
サ
ム

誰
者
幾
日
送
奉
而
覆
一
奏
（
上
・
九
三
・

4
）
と
、
海
神
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。
天
照
大
御
神
に
対
す
る
も
の
が
、
海
神
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
作
者
の

意
識
の
混
乱
か
、
古
賀
精
一
氏
は
、
作
者
に
意
識
の
混
乱
が
生
じ
る
可
能
性
も
な

い
で
は
な
い
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
事
か
ら
、
或
い
は
と
も
考
え
る
が
、
は
っ
き
り

し
た
裏
付
け
が
な
い
の
で
断
定
し
難
い
。

人
皇
巻
で
は
、
「
奏
一
言
」
「
濠
奏
」
「
奏
」
「
復
奏
」
の
形
で
用
い
ら
れ
、
天
皇
に

対
し
て
の
み
使
わ
れ
て
い
る
。
如
何
に
天
皇
の
地
位
を
高
貴
な
も
の
と
し
て
い
る

か
が
、
こ
の
事
か
ら
も
う
か
立
え
よ
う
。

顕
宗
天
皇
に
対
し
て
、
そ
の
同
母
兄
意
部
命
が
、
「
専
僕
自
行
。
如
実
皇
之
御

心
。
破
壊
以
参
出
。
」
と
奏
上
せ
ら
れ
た
と
あ
る
。
意
郁
命
は
顕
宗
天
皇
の
御
兄

で
あ
る
と
共
に
、
後
に
仁
賢
天
自
主
と
し
て
御
即
位
さ
れ
た
お
方
で
あ
る
。
従
っ

て
、
弟
君
が
最
も
高
い
天
皇
の
位
に
お
つ
き
に
な
っ
て
い
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
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そ
こ
に
尊
皇
心
を
見
る
事
が
出
来
る
と
考
え
る
。

（三）

最
後
に
論
旨
を
一
貫
し
て
み
る
に

－
天
皇
に
対
し
て
の
用
字
は
、
天
皇
に
の
み
限
ら
れ
、
ず
、
大
后
、
后
、
皇
子

女
に
用
い
ら
れ
て
い
る
事
。

2

従
っ
て
そ
こ
に
古
事
記
撰
録
者
が
、
天
皇
の
問
偶
者
及
び
皐
子
女
に
対
し

て
、
国
語
の
敬
語
表
記
を
用
い
て
い
る
事
そ
れ
自
体
が
、
天
皇
を
尊
び
奉
る

心
が
あ
っ
て
の
上
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
。

3

古
事
記
に
お
い
て
、
国
語
の
敬
語
を
表
記
し
て
い
る
「
御
」
「
大
」
「
坐
」

「
幸
」
「
山
間
」
「
詔
」
「
奉
」
及
び
特
定
の
身
分
を
表
示
す
る
「
后
」
等
の
漢

字
が
、
天
皇
の
翻
偶
者
及
び
皇
子
女
に
用
い
ら
れ
て
い
る
事
は
、
こ
れ
ら
の

漢
字
が
、
特
定
の
身
分
に
応
じ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
事
を
、
明
ら
か
に
す
る

事
に
よ
っ
て
、
敬
意
を
表
わ
す
漢
字
の
用
字
上
か
ら
は
、
天
皇
が
如
何
に
尊

び
奉
ら
れ
て
い
る
か
が
分
る
の
で
あ
る
。

4

こ
れ
ら
の
漢
字
が
、
古
事
記
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
天
神
、
皇
統
を
継

が
れ
た
神
、
比
較
的
神
位
の
高
い
神
、
天
皇
そ
の
配
偶
者
、
皇
子
女
に
用
い

ら
れ
て
い
る
事
か
ら
、
古
事
記
の
撰
録
者
の
待
遇
意
識
が
う
か
け
A

わ
れ
る
o

h
問
、
以
上
の
事
柄
か
ら
、
色
？
と
問
題
が
残
る
と
思
う
が
、
要
す
る
に
天
皇
と

同
じ
用
字
が
誰
々
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
天
皇
に
対
す
る
芯

識
、
用
字
怠
識
が
分
れ
ば
良
い
と
思
っ
て
調
査
し
た
の
で
あ
る
。

介
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S
為

Z
a

配
噺

ー
、
俳
譜
大
辞
典
対
…
問
削
諸
問
問
監
修
明
治
書
院
紅
一
昨
刊
七
百
円

2
、
日
本
歌
学
大
系
一
（
へ
え
さ
既
刊
一
位
強
風
間
書
房
各
巻
千
五
百
円

3
、
日
本
文
法
講
座
（
全
六
冊
）
既
苅
工
－

E
明
治
書
院
間
町
一
一
一
目
立
什
聞

4
、
概
説
文
語
文
法
亀
井
孝
著
古
川
弘
文
館
コ
一
百
二
十
円
、

5
、

俳

諮

文

治

概

論

文

博

山

田

孝

雄

著

宝

交

錯

千

八

百

円

室

町

時

代

目

言
語
の
研
究
文
博
湯
沢
幸
吉
良
著
風
間
書
房
千
ヘ
百
円

恵
川
時
b

L

R

7
、
笥
語
任
研
針
文
博
湯
沢
幸
吉
良
署
風
間
主
一
回
一
男
二
千
一
一
一
百
円

8
、
一
昭
一
の
、
野
文
博
湯
沢
幸
吉
郎
著
明
治
書
院
千
六
百
円

9
、
開
師
一
組
一
一
文
句
有
一
奴
秀
品
目
著
三
省
堂
千
三
百
円

刊

、

日

本

語

の

起

源

大

野

晋

著

岩

波

新

書

百

円

口
、
古
事
記
大
成
（
木
文
明
日
同
）
文
問
舎
は
野
憲
司
著
平
凡
社
入
百
円

口

、

万

葉

集

注

釈

文

向

沢

潟

久

孝

著

中

央

公

論

社

入

百

円

目
、
初
期
万
葉
の
世
界
田
辺
幸
雄
者
塙
卦
官
房
七
百
七
十
円

目

、

万

葉

の

伝

統

大

久

保

亘

話

相

塙

書

一

房

六

百

七

十

円

目
、
万
葉
集
l
古
典
と
そ
の
時
代
E
！
台
永
登
者
一
一
一
一
書
一
房
一
二
百
七
十
円

問

、

平

家

物

語

石

母

田

正

者

岩

波

新

書

官

円

口

、

日

本

方

言

学

東

条

操

綱

吉

川

弘

文

館

六

百

八

十

円

凶
、
ヨ
リ
ヤ
ー
ド
日
本
文
典
文
博
大
塚
高
信
訳
風
間
書
一
房
千
五
百
円

刊
、
コ
リ
ヤ
l
ド
慨
悔
録
大
塚
光
信
訳
風
間
喜
一
房
七
五

O
円

目

、

狂

言

の

研

究

古

川

久

者

福

村

書

店

六

百

円

紅

、

鴨

長

明

会

集

梁

瓶

一

雄

校

註

風

間

書

房

六

百

円

辺、。
E
5
2
4く
g円

T
守
口
出
口
山
田
口

Z
B
O
D
E
F
E－
同

l
U
H巾
H
U
F
O
ロ

Z
H
r
色
白
血

ω
5
0
l］出
］
U
田

口

目

的

ロ

ゲ

日

ロ

判

ゲ

∞

0
0

ぉ

、

捷

解

新

語

京

都

大

学

国

語

国

文

学

研

究

室

五

百

円

弘
、
日
本
古
典
文
学
大
系
（
既
苅
七
巻
全
六
十
七
巻
）
岩
波
書
店

（
鶴
記
）


